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南アルプスと歌舞伎の里
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おしらせ版 No.303 広報バックナンバーを
村のホームページから

ご覧になれます。
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令
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４
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療
被
保
険
者
の
う
ち
、
一

定
以
上
の
所
得
が
あ
る
方
は
、
医
療

費
の
窓
口
負
担
割
合
が
２
割
に
な
り

ま
す
。
被
保
険
者
の
令
和
３
年
中
の

課
税
所
得
や
収
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﹁
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か
つ
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年
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収
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＋
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計
所
得
金

額
が
₂
₀
₀
万
円
以
上
﹂

※
課
税
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得
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税
通
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﹁
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税
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﹂
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額

※
年
金
収
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ま
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※
被
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収
入
＋
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合
計

所
得
金
額
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計
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₃
₂
₀
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円

以
上
﹂
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配
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措
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２
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る
方
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う
ち
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回
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２
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、
₅
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₀
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＋
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₂
₀
₀
₀
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。
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又
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﹁
司
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記
・
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会
﹂
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開
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に
つ
い
て

○
日
時

　

３
月
5
日（
土
）

　

午
後
１
時
～
午
後
３
時
ま
で

○
会
場

　

役
場　

2
階
会
議
室

○
相
談
内
容

◦
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産
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社
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法
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記

◦
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続
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関
す
る
も
の

◦
空
き
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す
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◦
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齢
者
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す
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す
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等
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○
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県
司
法
書
士
会

　

飯
田
支
部
会
員　

２
名

※
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の
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約
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で
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あ
り
ま

せ
ん
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
状

況
に
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っ
て
は
開
催
を
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合
わ
せ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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　住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額（令和３年１月以降の任意の１か月収入 12倍）が住民税均等割非課税
水準以下であることを指します。

大鹿村から、

長野県
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農業者年金に加入しませんか
下記の①～③を全て満たす方は加入いただけます。
①20歳以上60歳未満の方　②国民年金第１号被保険者　③年間60日以上農業に従事する方
農業者年金の特徴
〇積立方式・確定拠出型　　　　　　　〇終身年金で₈0歳までの保証付き
〇保険料は全額社会保険料控除　　　　〇保険料は月2万円～６万７千円
〇認定農業者は保険料の国庫補助あり

加入希望の方、検討される方は農業委員会（ 3₉-2001）または農協大鹿支所（ 3₉-2101）まで
ご連絡をお願いします。

農地法の各種申請手続きについて
農地の貸借等には許可が必要です
　農地の売買や貸し借り、また、農地に建物を建てる、駐車場にする等、農地を農地以外のも
のにする（農地転用）場合は許可が必要です。許可を受けないと、売買や貸借等は効力が生じ
ません。無断転用では、工事の中止や原状回復が必要となる他、罰則が適用されることもあり
ます。
なぜ許可が必要なのでしょうか
　農地は、私たちの食生活に必要な食料を生産する、いわば国民の大切な財産です。耕作面積
が少ない日本では食料自給率が低く、優良な農地を大切に守っていく必要があります。
　このため、一定の規制を設ける許可制度となっています。

農地法に係る申請（許可・届出・証明願等）（主なもの）

農地中間管理事業を活用した、担い手への農地集積・集約化を推進について
　農地中間管理事業は公益財団法人長野県農業開発公社が長野県知事から農地中間管理機構の
指定を受け、農地利用集積円滑化団体等と連携し実施する事業です。機構は営利を目的としな
い公的機関ですので安心して農地の貸し借りができます。規模を縮小したい、遊休農地がある、
勤めで農業ができない等のお考えをお持ちの方はお気軽に農業委員会または営農支援センター
へご相談ください。

内　　容 申請等一覧

耕作目的の農地の売買、贈与、賃借 農地法第３条許可申請
農業経営基盤強化促進法に基づく計画書

相続等により農地の所有権を取得した場合 農地法第３条の３第１項の規定による届出
農地の所有者自らが農地を農地以外のものにする場合

（例）家を建てる・駐車場にする…など 農地法第４条許可申請

農地の所有者と、転用事業者が賃借等を行う場合　
（例）会社の事務所や資材置き場を設置する…など 農地法第5条許可申請

耕作の事業を行う者が、農地の利用権を有する自らの
事業に必要な農業用施設を設置する場合で、転用面積
が2a 未満のもの（農振青地の場合は別途手続きが必要）

農地法施行規則第2₉条第１項第１号転用届

土地登記簿上の地目が農地（田・畑）で、現状が農地
以外（山林・原野など）の土地になっている場合で、
一定要件を満たすもの

非農地証明願

農地の貸借契約について、貸し手と借り手、双方の合
意により解約する場合 農地の貸借の合意解約届

農業委員会からお知らせ
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▢■▢ 国民年金からのお知らせ ▢■▢

年金受給者のみなさんへ　～年金源泉徴収票のお届けについて～
　税の申告相談時にご提出いただく年金源泉徴収票が、日本
年金機構より１月中旬から受給者の皆様宛に、順次発送され
ております。お手元に届いたら、割り当ての相談日まで大切
に保管をお願いします。なお、もしも源泉徴収票や準確定申
告用源泉徴収票を、紛失したり破損した場合には、再発行す
ることができます。

○申請方法
◦電話で申請することができます。基礎年金番号が確認できるものをご用意のうえ、ねんきん

ダイヤル（0570-05-1165《ナビダイヤル》）もしくは飯田年金事務所（ 22-3641）へご連
絡ください。

◦ねんきんダイヤルをご利用された場合、受付から発送までに2週間程度かかります。お急ぎ
の場合は飯田年金事務所にお問い合わせください。

　※窓ロでの発行もできます。ご本人が来訪する際には、以下のものをご持参ください。
　◦年金手帳、年金証書または改定通知書など日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類
　◦本人確認ができる書類

　※代理の方が手続される場合には、
　◦本人の委任状 ( 本人の署名・押印があるもの )　　◦代理人の本人確認ができる書類、
　◦本人の印鑑 ( 証明書等の ( 再 ) 交付を受けるときなど ) が必要です。

【問い合わせ先】上記についてのご不明点、国民年金のご相談・手続き等については
役場　住民税務課　☎３９ ー ２００１　または　飯田年金事務所　☎２２ ー ３64１まで

【ご不明な点・お問い合わせ先】役場　会計室　☎ ３９ ー ２００１ まで

役場会計室から大切なお知らせ
「源泉徴収票」を納税相談・確定申告まで
　　　　　　　　　　　　　大切に保管してください

　令和３年１月１日から令和３年12月31日までに、大
鹿村からお支払いした報酬、手当、賃金、謝礼等の源
泉徴収票を、令和４年１月下旬に該当の方にお送りし
ました。
　2月16日からの納税相談・確定申告の際に必ず必要
となる書類ですので、申告時まで無くさないよう大切
に保管をお願いします。
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大鹿村中央構造線博物館たより
153号

ＴＥＬ：（０２６５）３９−２２０５
ｓｔａｆｆ６９＠ｍｔｌ−ｍｕｓｅ．ｃｏｍ

南アルプスは傾きながら上昇している！

南アルプスの山より目立つのは？

　昨年末に、飯島町の傘
からかさやま

山に行
きました。飯島町は、南北に細
長い伊那谷のちょうど真ん中辺
りに位置するため、傘山の山頂
からは、伊那谷と南アルプスの
山々が北から南まで広範囲にわ
たって見渡すことができます。
　南アルプスの山々は、300万
年前頃から現在にかけて、天竜
川のあたりから東側をひと塊の
ブロックとして、西に傾きなが
ら隆起し続けていることが知ら
れています（図１）。傘山の頂
上から見ると、南アルプスブ
ロックには、稜線が４つあるよ
うに見えます（図１, 図2, 写真
１の①、②、③、④ )。東にあ
る稜線ほど標高が高くなってお
り、傾きながら隆起していると
いうことが見て取れます。

（宮崎）

　傘山の登山口のある飯島町岩間、御
嶽神社の登り口の辺りから南アルプス
方面を眺めると、塩見岳、赤石岳など
の3000m の峰々が美しく見渡せますが、
その手前中央に太い白字で「一」の字を
書いたようなところがひときわ目立って
見えます（写真2）。双眼鏡で詳しく見
てみると、向山牧場のようです。草地に
雪が積もって白く見えているようです。

（宮崎）

２０２２年２月発行

写真2 写真中央、白字に太い「一」の字は、向山牧場！

写真1 傘山山頂から見た南アルプス（①、②、③、④の4つの稜線が見える。）



広報おおしか7

　こんにちは。ろくべん館の管理人の森
上です。今年は１月に入り何回か降雪を
経験しました。大鹿村の冬は凍み（しみ）
が厳しく路面が凍結しますので、人が歩
く時、車の運転時には十分に注意が必要
です。
　さて、ろくべん館の改修はかなり進ん
で間もなく外装や内装については完成が
近づいてきました。今後は、装備品、展
示品の整備が進んでいきます。
　さて、今回はろくべん館の旧玄関が
あった場所に新たに展示される「白籏史
朗写真展示コーナー」（仮称）について
お話ししたいと思います。
　白籏史朗先生（以降先生と記述します）
は昭和８年に山梨県に生まれ、二十歳前
から山岳写真家の岡田紅陽氏に師事し写
真家の腕を磨かれて25歳で独立されまし
た。その４年後に山岳写真家として独立
宣言をされました。長きにわたり活躍さ
れ、多くの役職やいろいろな賞を受賞さ
れました。
　私は平成1₉年にフォトコンテストの審
査委員長として大鹿村に来られた先生の
講演会で山岳写真家の大変さを聞いたこ
とがあります。良い写真を撮るためには
普通の努力をしてもダメで寝る時間も惜
しむくらいにシャッターチャンスを狙っ
て待っていることが大事だと話されてい
たことが思い出されます。また、講演会
の中で冬山の撮影中に生死にかかわるよ
うな体験をされたことも話されていたと
記憶しています。

先生は、日本各地の山をはじめ、世界
中の著名な山々を回って四季折々の山岳
写真を撮られてきました。大鹿村にも南
アルプス登山口として何回も訪れていた
だいたことと思います。先述のとおり大
鹿村が「日本で最も美しい村連合」に加
盟してフォトコンテストを始めた時に縁
あって先生に依頼し審査委員長の重責を
担っていただきました。十数年にわたり
第１回から第７回まで遠い大鹿村の地ま
で足を運んでいただいてこのイベントに
花を添えていただいたことは村にとって
とても幸せなことだと感じます。
　先生は令和元年11月にご逝去されまし
たが大鹿村にたくさんの作品を寄贈いた
だいております。この度、民俗資料館「ろ
くべん館」の改修に当たり、多くの来館
者の方にその作品をご覧いただけるよう
展示スペースを設けます。ご来館の折に
はぜひご覧になってください。
　また、前回お知らせいたしましたが、
新たに増設される玄関棟には先生に審査
していただいた「日本で最も美しい村
フォトコンテスト」の入選作品も展示さ
れます。併せてご覧ください。

ろくべん館だより

「白籏史朗の南アルプス」より
赤石岳から小赤石岳と荒川三山
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村税・料金 納付のお知らせ  毎月の料金 　◦保育料　◦介護保険料　◦住宅料　◦水道料
　　　　　 　◦後期高齢者医療保険料　◦その他利用料等

 ２月の口座振替  ２月25日（金）　 納付書納期限  ２月28日（月）
 ３月の口座振替  ３月25日（金）　 納付書納期限  ３月31日（木）
★引き落とし日の前営業日までに口座をご確認ください。
★納付書納付は、最寄りの金融機関又は役場会計にてお願いします。

課税月
税目（期） 4 月 5 月 6 月 7 月 ₈ 月 ₉ 月 10月 11月 12月 1 月 ₂月 ₃月 備考

住民税普通徴収 1 2 3 4 年４回
固 定 資 産 税 1 2 3 ₄ 年４回
軽 自 動 車 税 1 年１回
国民健康保険税 1 2 3 4 5 6 7 ₈ ₉ 10 ₁₁ ₁₂ 毎　月

２月はここ!!

３月はここ!!

法
テ
ラ
ス
後
援

司
法
書
士
に
よ
る
電
話
無
料
相
談

借
金
の
請
求
が
届
い
た
ら
放
置
し
な
い
で
！

「
昔
の
借
金
相
談
会
」

○
日
時

　

３
月
5
日（
土
）

 

午
前
10
時
～
午
後
４
時
ま
で

○
相
談
方
法　

電
話
相
談

　

₀
₁
₂
₀⊖

₄
₄
₈⊖

₇
₈
₈

　
（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

○
法
テ
ラ
ス
等
利
用
に
よ
る
無
料
相
談

資
力
要
件
を
満
た
す
方
は
、
法
律

相
談
援
助
を
ご
利
用
い
た
だ
く
こ

と
で
無
料
相
談
を
お
受
け
い
た
だ

く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

資
力
要
件
を
満
た
さ
な
い
相
談
者

の
方
に
つ
い
て
も
、
相
談
当
日
は

無
料
で
ご
相
談
い
た
だ
く
こ
と
が

で
き
ま
す
。

○
相
談
例

◦
昔
借
り
た
借
金
の
請
求
が
来
た
け
ど
払

わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
だ
ろ
う
か
？

◦
借
り
た
覚
え
の
な
い
と
こ
ろ
か
ら
借
金

の
請
求
が
来
た
け
ど
ど
う
い
う
こ
と
だ

ろ
う
か
？

◦
認
知
症
の
父
に
借
金
の
請
求
が
き
て
い

る
が
ど
う
し
た
ら
い
い
だ
ろ
う
か
？

○
問
い
合
わ
せ
先

　

長
野
県
司
法
書
士
会

　

₀
₂
₆⊖

₂
₃
₂⊖

₇
₄
₉
₂

固 定 資 産 税（ 家 屋 ）調 査 の お 願 い

　大鹿村は、固定資産税の課税をするうえで適正な評価を確保す
るため、実地調査を行っております。家屋調査については次のと
おりです。

①家屋を新・増築したときに、建主に事前連絡などを行いながら
評価を行う「新・増築調査」（店舗や事務所、また車庫や物置
など小規模な建物も対象となる場合があります。）

②家屋課税台帳に登録されている内容（所在地番・用途・構造・床面積など）と比較し、
増築や未調査の家屋、取り壊しなどがある家屋を調査する「全戸調査」 

　全戸調査は、既に課税されている家屋との公平を期し，公正で適正な課税を目的として
実施するものです。調査方法は、税務係の職員が調査に行き、家屋の図面と実際の家屋を
照らし合わせながら外観確認します。確認のため聞き取りをする場合もありますので，調
査中は、大変ご迷惑をお掛けしますがご協力をお願いします。
　なお、調査に伺う際に職員は『固定資産評価補助員証』を携帯しています。

◯お願い
建物の取り壊し・新築・増築をした場合又は、その予定がある場合は役場税務係

（ ３９－200１）までご連絡下さい。
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公
民
館
施
設
等
の
利
用
制
限

に
つ
い
て

　

次
の
通
り
警
戒
レ
ベ
ル
に
応
じ
た

施
設
の
利
用
制
限
を
し
て
い
ま
す
。

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
了

承
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

【
対
象
施
設
】

①
大
鹿
村
交
流
セ
ン
タ
ー

②
大
鹿
村
公
民
館　

鹿
塩
地
区
館

③
大
鹿
村
運
動
広
場

（
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
屋
根
付
き
運
動

場
・
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
・
ス
ケ
ー
ト

ス
ポ
ッ
ト
）

④
大
鹿
小
・
中
学
校
体
育
館

⑤
大
西
公
園
マ
レ
ッ
ト
ゴ
ル
フ
場

※
警
戒
レ
ベ
ル
に
関
係
な
く
、
ど
の

施
設
も
飲
食
不
可
（
個
人
で
の
水

分
補
給
等
は
可
）

【
大
鹿
村
が
警
戒
レ
ベ
ル
4
の
場
合
】

①
県
外
及
び
警
戒
レ
ベ
ル
5
以
上
の

地
域
の
方
は
利
用
不
可

　

（
マ
レ
ッ
ト
ゴ
ル
フ
場
は
最
大
10

名
ま
で
利
用
可
。
但
し
、
村
内
・

村
外
合
同
の
場
合
は
要
相
談
）

②
飯
田
下
伊
那
管
外
の
方
は
最
大
10

名
ま
で
利
用
可

【第12回】　自宅でできるかんたん運動

【親子で連続ボールパンチ】
①新聞紙を丸めたボール10個を用意。
②１人がボールを投げて、もう１人がその

ボールを手のひらで打つ。

●ワンポイント
①投げるスピードを早くしてやってみよう。
②打つ以外にもキャッチなど他の方法も◎。

【親子でリアクションパス】
①どちらかがキャッチする体勢をとる。
②相方が両手に１個ずつボールを持ち、肩の

高さで構える。
③フェイントをかけながらどちらかのボール

を落とす。
●ワンポイント
①親子で交互に役を変えて楽しもう。

【問い合わせ先】大鹿村スポーツ推進委員会
☎３９－２１００

③
法
要
等
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場

合
は
要
相
談

【
大
鹿
村
が
警
戒
レ
ベ
ル
5
以
上
の

場
合
】

①
村
民
の
み
利
用
可
（
利
用
者
に
村

外
者
が
含
ま
れ
る
場
合
は
利
用
不

可
）

②
村
外
者
は
マ
レ
ッ
ト
ゴ
ル
フ
場
の

み
最
大

１0
名
ま
で
利
用
可（
村
内
・

村
外
合
同
の
場
合
は
要
相
談
）

③
法
要
等
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場

合
は
要
相
談

【
村
内
に
感
染
者
が
出
た
場
合
】

【
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
な
ど
が

適
用
さ
れ
た
場
合
】

①
警
戒
レ
ベ
ル
に
関
係
な
く
全
面
的

に
利
用
不
可

②
法
要
等
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場

合
は
要
相
談

利
用
制
限
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第2回ドキュメンタリー映画上映会令和3年度　人権教育促進事業

2022.2.23
大鹿村公民館・ろくべん館共催

大鹿村交流センター　13時30分より
入場無料・先着70名・公民館まで要申込

【申込・問合せ】
　大鹿村公民館（土/日/祝 休館）
　☎0265-39-2100

（祝・水）
　①体調がよくない場合（例：平熱1度以上の発熱・極端な咳等）
②同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。
③過去14日以内に感染拡大地域への訪問歴や当該在住者との濃厚接触がある場合。

・マスク着用でご参加ください。また、次の場合の参加はご遠慮ください。


